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件名：新潟市確定申告書等データエントリー業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 

新潟市財務部市民税課 



この入札説明書は、政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）、

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）、新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号。以下「規則」という。）、新潟市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成１９年新潟市規則第８８号。以下「特

例規則」という。）、本調達に係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、本市が発注

する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知

し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 競争入札に付する事項 

 （１） 件名及び数量 

   新潟市確定申告書等データエントリー業務  一式 

 （２） 履行の内容等 

   仕様書のとおり 

 （３） 履行場所 

   新潟市財務部市民税課が指定する場所 

 （４） 契約期間 

   契約締結の日から令和８年３月 31日まで 

 （５） 入札方法 

   総価で入札に付する。 

   入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない単価にそれ

ぞれの予定数量を乗じた金額の合計金額（１円未満の端数切捨て）とし、単価は小数点

以下第２位までとすること。 

落札者の決定に当たっては、有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

なお、本業務の契約は一定の期間内における実績数量を単価に乗じて得た金額の対価

を支払う単価契約とする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

 （１） 本市の入札参加資格者名簿（業務委託）に登載されている者であること。 

 （２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

 （３） 新潟市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受

けていない者であること。 

 （４） 「プライバシーマークの認定」又は「情報セキュリティマネジメントシステム（Ｉ

ＳＭＳ）の認定」を受けている者であること。 

 

 



３ 問合せ先 

   新潟市財務部市民税課 

   郵便番号９５１－８５５４ 

   新潟市中央区古町通７番町１０１０番地 古町ルフル３階 

   電話  ０２５－２２６－２２５３ 

   E-mail shiminzei.to@city.niigata.lg.jp 

 

４ 競争入札参加申請等 

（１） 入札参加者は、一般競争入札参加申請書（別記様式第１号）に秘密保持誓約書（別

記様式第２号）を添えて、令和５年８月28日（月）午後５時までに第３項の場所に持参

又は郵送にて提出しなければならない。 

   持参する場合の受付時間は、市役所開庁日の午前８時30分から午後５時までとし、郵

送する場合は、後日、本市が郵送物を対面で受け取ったことが確認できる方法に限る。 

   また、提出された書類に関し説明を求められた場合は、随時それに応じなければなら

ない。 

（２）  競争入札参加申請後に入札参加を辞退するときは、その旨を入札参加辞退届（別

記様式第７号）で届け出ること。 

（３） 競争入札参加資格確認結果については、本項第１号により提出された書類に基づ

く審査の上入札参加資格の有無を決定し、令和５年９月４日（月）までに一般競争入札

参加資格確認結果通知書を発送する。 

 

５ 入札保証金 

 規則第１０条による。 

 

６ 入札及び開札 

 （１） 入札及び開札の日時、場所 

   令和５年９月 13日（水）午前 11 時 30分 

   新潟市役所ふるまち庁舎３階 ３０１会議室 

   新潟市中央区古町通７番町１０１０番地 古町ルフル３階 

 （２） 入札書の提出方法 

   持参 前号に指定する日時及び場所に持参すること。 

   郵送 令和５年９月 12 日（火）午後５時までに第３項の場所に必着とする。 

 （３） 入札参加者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書（案）及び規則を熟知の上、

入札をしなければならない。 

   また、仕様書等について疑義がある場合は、質疑書（別記様式第３号）を令和５年８

月 17 日（木）午後５時までに第３項の場所へ E-mail により提出すること。 

回答は質疑書に記載した E-mail に随時行う。 



   なお、公然にすべきと本市が判断した質疑は、質疑した者を特定できる情報を伏せた

上で、回答と合わせて本市ホームページに掲載する。 

 （４） 入札参加者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札参加者の代理

人となることができない。 

 （５） 入札の場所は、入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。

ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認める

ことがある。 

 （６） 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札の場所に入室する

ことができない。 

 （７） 入札参加者又はその代理人は、入札の場所に入室しようとするときは、入札担当

職員に第４項第３号の規定により入札参加資格有と通知された一般競争入札参加資格

確認結果通知書（写し可）、並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限

に関する委任状（別記様式第６号）を提出すること。 

 （８） 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認

めた場合のほか、入札の場所から退室することはできない。 

 （９） 入札参加者又はその代理人は、入札の際次の各号に掲げる事項を記載した入札書

（別記様式第４号）及び入札金額内訳書（別記様式第５号）を提出しなければならない。 

  ア 入札参加者の住所、会社（商店）名、氏名及びその押印（外国人にあっては、署名

をもって押印に代えることができる。以下同じ。）ただし、代理人が入札する場合は、

入札参加者の住所、会社（商店）名、氏名、受任者名（代理人の氏名）及びその押印 

  イ 入札金額 

  ウ 履行場所 

  エ 品名（件名）及び数量 

  オ 品質・規格 

詳細に記載すること。「仕様書のとおり」という記載でも構わない。 

 （１０） 入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。 

また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。 

 （１１） 入札書は封書に入れ、その封皮に入札の日付、品名、入札参加者の氏名（法人

にあっては、その名称又は商号）を記載すること。 

   郵送する場合は、入札書を入れた封筒を二重封筒とし、外封筒の表書きとして「入札

書在中」と朱書きの上、本項第７号で示す一般競争入札参加資格確認結果通知書の写し

を同封すること。 

   郵送は、後日、本市が郵送物を対面で受け取ったことが確認できる方法に限る。 

なお、加入電信、電報、電話、電子メール等その他の方法による入札は認めない。 

 （１２） 入札書等及び委任状は、ペン又はボ－ルペンを使用すること。鉛筆及び消せる

ボールペンの使用は認めない。 

 （１３） 入札参加者又はその代理人は、入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂



正部分について押印すること。ただし、入札金額の訂正は認めない。 

 （１４） 入札参加者又はその代理人は、提出した入札書の引換え、変更、取消しをする

ことができない。 

 （１５） 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得な

い理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。 

 （１６） 談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、

入札を中止し、又は延期し若しくは抽選により入札者を決定するなどの場合がある。 

 （１７） 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札

参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立

ち会わせてこれを行う。 

 （１８） 開札した場合において、有効とする入札のうち予定価格の制限に達した価格の

入札がないときは、本項第１号の入札及び開札の日時以降に再度の入札を行う。再度入

札の方法については、別途指示する。 

また、第７項各号に該当する無効入札をした者は、再度入札に加わることができない。 

 （１９） 再度入札は１回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第８号の規程により、再度入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を

記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。 

 

７ 入札の無効 

 次の各号に該当する入札は、これを無効とする。 

 （１） 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権

のない者がした入札 

 （２） 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがた

い入札 

 （３） 入札者が２以上の入札（本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。）

をした場合におけるその者の全部の入札 

 （４） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等

に抵触する不正の行為によった入札 

 （５） 公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

 （６） 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札 

 （７） 入札公告等において示した入札書の提出期限までに到着しなかった入札 

 （８） 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

 （９） その他入札に関する条件に違反した入札 

 （１０） 本項第４号又は第５号に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることが

ある。 

 

 



８ 落札者の決定 

 （１） 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって申込みをした者を契約の相手方とする。 

 （２） 落札となるべき同価の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札者にく

じを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又

はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わっ

てくじを引かせ、落札者を決定する。 

 （３） 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった者から請求があったとき

は、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札

者とされなかった理由、並びに当該請求を行った者の入札が無効とされた場合において

は無効とされた理由を、速やかに当該請求を行った者に書面により通知するものとする。 

 

９ 契約の停止等 

 本調達に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約

を停止し、又は解除することがある。 

 

１０ 契約保証金 

 金額は、契約単価に令和５年度分のそれぞれの予定数量を乗じた金額の合計金額の１００

分の１０以上の額とし、現金、銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は無記名

の国債若しくは地方債をもって充てることとする。ただし、規則第３４条の各号のいずれか

に該当する場合は、契約保証金を免除する。 

 

１１ 契約書の作成 

 （１） 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、

落札決定の日から１０日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし、特別

の事情があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。 

 （２） 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨

に限る。 

 

１２ 支払いの条件 

 本契約に係る代金は、本市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。 

 

１３ 契約条項 

 別添の契約書（案）による。 

 

 

 



１４ 競争入札参加資格審査申請 

 第４項第１号で規定する一般競争入札参加申請時に、第２項第１号で示す名簿に登載され

ておらず、本入札に参加を希望する者は、「政府調達（ＷＴＯ）契約に係る業務委託入札参加

資格審査申請書」を令和５年８月17日（木）までに次の申請先へ提出しなければならない。 

申請書類は、新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財

務部契約課で交付する。この場合、入札参加者は、本申請書類の一部である「政府調達（Ｗ

ＴＯ）契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを第４項第１号で規定

する提出書類に含め、一般競争入札参加申請を行うこととする。 

 申請（問合せ）先  郵便番号９５１－８５５０ 

           新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

           新潟市財務部契約課物品契約係 

           電話 ０２５－２２６－２２１３ 

           http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top 

 

１５ その他 

 （１） 入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じな

い。 

 































































































































































事務の流れ 資料２

新潟市 受渡（市役所庁舎内） 運搬 受託者

入力帳票

依頼伝票１

入力帳票 入力帳票

依頼伝票２

依頼伝票１

データ

帳票等の準備

データエントリー

入力帳票

依頼伝票２

データ

入力帳票

依頼伝票２

依頼伝票２

初期化
媒体

初期化
媒体

初期化
媒体

【伝票の記入について（伝票は５枚複写。２～５枚目は同じレイアウト）】

（１）本市が「依頼日（入力票引渡日）」「入力票受領者名」以外の全ての項目を記入。（「依頼欄の枚数」は記入不要。）

（２）受託者が「依頼日（入力票引渡日）」「入力票受領者名」を記入。

（３）本市が１枚目を保存。

（４）受託者が「納品欄のレコード数」「備考」「エントリー開始日」「エントリー終了日」「エントリー者名」「媒体名」を記入。

（「納品欄の枚数」は記入不要。）

（５）本市が「入力票返却受領日」「入力票返却受領者名」を記入。

（６）受託者が２枚目を保存。

（７）本市が３枚目、４枚目、５枚目を保存。

（１）伝票１の記入 （２）伝票１の記入

（３）伝票１の保存

（６）伝票２の保存

依頼伝票１

依頼伝票２

依頼伝票１

（４）伝票２の記入（５）伝票２の記入依頼伝票３

データ

入力帳票

依頼伝票３

（７）伝票３、４、５の保存

依頼伝票２



予定数量

半角/英数/カナ 全角 帳票数

165,808,250 868,500 1,142,450

144,445,400 0 859,500

15,687,800 486,000 63,000

5,675,050 382,500 219,950

【内訳】 【レコード数】

半角/英数/カナ 全角 半角/英数/カナ 全角 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

1 個人市県民税 112 101 8,250,000 0 150 0 500 17,500 18,000

2 個人市県民税 112 102 105,452,000 0 164 0 40,000 160,000 13,000 213,000

3 個人市県民税 112 103 253,800 0 94 0 300 400 700

4 個人市県民税 112 105 30,489,600 0 192 0 1,300 37,500 38,800

5 法人市民税 113 221 13,705,200 486,000 282 10 1,500 1,700 1,400 800 1,200 1,400 8,000

6 法人市民税 113 222 1,872,000 0 144 0 300 1,400 600 300 200 200 3,000

7 法人市民税 113 223 110,600 0 79 0 0

8 軽自動車税 114 102 179,850 0 33 0 0

9 軽自動車税 114 106 616,000 179,200 55 16 400 300 200 200 300 600 2,000

10 軽自動車税 114 107 4,879,200 203,300 24 1 6,800 6,300 6,000 5,400 6,200 11,800 42,500

165,808,250 868,500 1,217 27 0 0 0 0 0 0 9,000 9,700 8,200 46,700 170,000 82,400 326,000

文字数の合計

総合計

個人市県民税

法人市民税

軽自動車税

令和5年度

入力帳票名

文字数
1レコードあたりの

平均文字数

合計

No 業務名 業務コード 帳票コード

減免異動データ

異動データ（二輪）

異動データ（三輪・四輪）

申告書２０号様式

申告書２０号の３様式

申告書２２号の３様式

市県民税申告書

給与支払報告書

年金支払報告書

確定申告書（Ｂ）

資料３
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予定数量

半角/英数/カナ 全角 帳票数

165,808,250 868,500 1,142,450

144,445,400 0 859,500

15,687,800 486,000 63,000

5,675,050 382,500 219,950

【内訳】

半角/英数/カナ 全角 半角/英数/カナ 全角

1 個人市県民税 112 101 8,250,000 0 150 0

2 個人市県民税 112 102 105,452,000 0 164 0

3 個人市県民税 112 103 253,800 0 94 0

4 個人市県民税 112 105 30,489,600 0 192 0

5 法人市民税 113 221 13,705,200 486,000 282 10

6 法人市民税 113 222 1,872,000 0 144 0

7 法人市民税 113 223 110,600 0 79 0

8 軽自動車税 114 102 179,850 0 33 0

9 軽自動車税 114 106 616,000 179,200 55 16

10 軽自動車税 114 107 4,879,200 203,300 24 1

165,808,250 868,500 1,217 27

文字数の合計

総合計

個人市県民税

法人市民税

軽自動車税

入力帳票名

文字数
1レコードあたりの

平均文字数

合計

No 業務名 業務コード 帳票コード

減免異動データ

異動データ（二輪）

異動データ（三輪・四輪）

申告書２０号様式

申告書２０号の３様式

申告書２２号の３様式

市県民税申告書

給与支払報告書

年金支払報告書

確定申告書（Ｂ）

【レコード数】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

500 500 17,500 18,500

2,000 40,000 160,000 13,000 215,000

300 400 300 1,000

21,200 1,300 37,500 60,000

1,400 2,700 2,900 2,300 1,200 1,800 1,500 1,700 1,400 800 1,200 1,400 20,300

300 500 200 200 500 300 300 1,400 600 300 200 200 5,000

550 150 700

2,700 2,700

500 400 400 500 400 400 400 300 200 200 300 600 4,600

6,000 5,700 6,500 6,700 6,000 7,000 6,800 6,300 6,000 5,400 6,200 11,800 80,400

32,750 9,450 12,700 9,700 8,100 9,500 9,000 9,700 8,200 46,700 170,100 82,300 408,200

令和6年度
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予定数量

半角/英数/カナ 全角 帳票数

165,808,250 868,500 1,142,450

144,445,400 0 859,500

15,687,800 486,000 63,000

5,675,050 382,500 219,950

【内訳】

半角/英数/カナ 全角 半角/英数/カナ 全角

1 個人市県民税 112 101 8,250,000 0 150 0

2 個人市県民税 112 102 105,452,000 0 164 0

3 個人市県民税 112 103 253,800 0 94 0

4 個人市県民税 112 105 30,489,600 0 192 0

5 法人市民税 113 221 13,705,200 486,000 282 10

6 法人市民税 113 222 1,872,000 0 144 0

7 法人市民税 113 223 110,600 0 79 0

8 軽自動車税 114 102 179,850 0 33 0

9 軽自動車税 114 106 616,000 179,200 55 16

10 軽自動車税 114 107 4,879,200 203,300 24 1

165,808,250 868,500 1,217 27

文字数の合計

総合計

個人市県民税

法人市民税

軽自動車税

入力帳票名

文字数
1レコードあたりの

平均文字数

合計

No 業務名 業務コード 帳票コード

減免異動データ

異動データ（二輪）

異動データ（三輪・四輪）

申告書２０号様式

申告書２０号の３様式

申告書２２号の３様式

市県民税申告書

給与支払報告書

年金支払報告書

確定申告書（Ｂ）

【レコード数】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

500 500 17,500 18,500

2,000 40,000 160,000 13,000 215,000

300 400 300 1,000

21,200 1,300 37,500 60,000

1,400 2,700 2,900 2,300 1,200 1,800 1,500 1,700 1,400 800 1,200 1,400 20,300

300 500 200 200 500 300 300 1,400 600 300 200 200 5,000

550 150 700

2,750 2,750

500 400 400 500 400 400 400 300 200 200 300 600 4,600

6,000 5,700 6,500 6,700 6,000 7,000 6,800 6,300 6,000 5,400 6,200 11,800 80,400

32,750 9,450 12,750 9,700 8,100 9,500 9,000 9,700 8,200 46,700 170,100 82,300 408,250
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1 

資料４ 

媒体仕様書 

 

○ 光磁気ディスク（ＭＯ） 

・サイズは３．５インチとする。 

・容量は６４０ＭＢとする。 

 

○ ＵＳＢメモリ 

 ・自動的に暗号化する機能を搭載していること。 

 ・Ｗｉｎｄｏｗｓ１０に対応していること。 

 ・ＵＳＢ３．０に対応していること。 

 ・次の製品と同等以上の機能を有すること。 

  ・ＲＵＦ３－ＨＳＬ４Ｇ 

  ・ＥＤ－Ｅ４／４ＧＲ 

 

○ ＣＤ 

 ・容量は７００ＭＢとすること。 

 ・使用できる規格は次のとおり。 

  ・ＣＤ－Ｒ ／ ＣＤ－ＲＷ 

 

○ ＤＶＤ 

 ・容量は４．７ＧＢとすること。 

 ・使用できる規格は次のとおり。 

  ・ＤＶＤ－Ｒ ／ ＤＶＤ－ＲＷ ／ ＤＶＤ＋Ｒ ／ ＤＶＤ＋ＲＷ 

 

 



 

1 

資料５ 

委託料の計算 

 

委託料は「レコード単価」に納品するレコード数を乗じた金額（入力帳票毎に１円未満

の端数切捨て）に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。 

 
※ レコード単価：「資料１ 入力帳票仕様書」に定める平均文字数に、半角英数カナ文字 

及び全角文字の単価を乗じて合計した金額 
 

 

計算の例 

○ 半角英数カナ文字の単価を 9.99 円、全角文字の単価を 99.99 円とする 

 

 

 

 

 

○ 入力帳票Ａ 

 レコード単価   ＝ 12 文字×9.99 円＋34 文字×99.99 円 ＝ 3,519.54 円 

 入力帳票Ａの金額 ＝ レコード単価×110 件 ＝ 387,149 円（1 円未満切捨） 

 

○ 入力帳票Ｂ 

 レコード単価   ＝ 43 文字×9.99 円＋21 文字×99.99 円 ＝ 2,529.36 円 

 入力帳票Ｂの金額 ＝ レコード単価×88 件 ＝ 222,583 円（1 円未満切捨） 

 

○ 委託料 

 入力帳票Ａ金額＋入力帳票Ｂの金額＋消費税及び地方消費税 ＝ 670,705 円 

 

 
























































